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各国の矯正歯科学会のMission ☛
（公衆衛生の視座）

we are dedicated to the life-enhancing results that 
orthodontics delivers（BOS）

人生を豊かにする

Wissenschaftliche Beratung und Unterstützung 
zahnärztlicher und ärztlicher Organisationen und des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes.

公衆衛生への科学的助言

L’orthodontie contribue ainsi à atteindre le bien-être 
physique et psycho-social, en améliorant l’estime de 
soi et les opportunités d’intégration sociale. (SFSO)

自尊心と社会参加の機会向上

The purposes of this Association shall be:
A..B..C…D. To make significant contributions to the health 
of the public. (AAO)

国民の健康／公衆衛生上

第3条 この法人は，…歯科矯正学の進歩普及，学術
の発展ならびに国民の口腔衛生の向上に寄与することを
目的とする．（日矯）

口腔衛生の向上

制度類型 税方式による公営の
保健・医療サービス NHS

社会保険方式
国民皆保険

社会保険方式
国民皆保険

メディケイド

民間医療保険
加入率67.3%（2018）

社会保険方式
国民皆保険

※ 自治体の公費負担医療費助成の場合
中学生，高校生までなど地域差＋

自己負担 無料 無料 無料 無料 無料（18歳まで）
3割

適用年齢 18才未満 18才未満 16才未満
メディケイド 21才まで

州による格差+
各州に慈善財団あり

年齢制限は無い
公費負担の年齢は自治体による

中学生/高校生まで
民間保険なし

根拠

疾病及び傷害の国際分類
1900年-

※歯・顎骨の大きさ，位置異常は
国際的に「疾病」であることを理解

「疾病及び関連保健問題の国際統計分類（ICD）」とは，「国際疾病分類」とも呼称され、異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や傷病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行う
ため設けられた分類．1900年（明治33年）に国際統計協会により制定されて以来，医学の進歩や社会の変化に伴いほぼ10年ごとに修正が行われ，第2次大戦後はＷＨＯの所管となり世界保健機関
憲章に基づいたものとなった．現在国際的には，1990年（平成2年）の第43回世界保健総会で採択されたICD-10が使用されている．（引用元：厚生労働省大臣官房統計情報部）
ICD-10は1995年より，わが国でも適用され，厚生労働省より発刊（ICD-DA 歯科学及び口腔科学への適用）もされ，不正咬合は疾患として分類（右図）される．
現在は，ICD-11 Version: 02/2022 へ移行しつつあるが，歯・顎骨の大きさや位置異常は，わが国では「疾病」と認識していない政府官僚や矯正医も多い．

ICDの概要について
ICD-11の国内の公的統計への適用について

健康の定義 1946年 Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

各国の経過概略

1948: 歯科矯正がNHSサービス法へ含まれる

1986: Schanschieff Reoprt: 不必要な治療に関する
調査委員会の余波を受け，咬合指標委員会が設置され，
NHSの歯科矯正治療への咬合指標の導入を勧告．

1990: 保健省が歯科矯正のあらゆる側面について報告する
作業部会設置に合意

1992: 保健省による英国矯正歯科の見直し（SDAC 
Report）により，EOSのERASMUS提案を歯科矯正補助
者のトレーニングとして推奨．

1993: すべての矯正歯科学会・協会・団体は，会員投票
の結果，統一されることになる．

1994: ４つの矯正歯科団体が統一され，英国矯正歯科
学会（BOS）設立．矯正歯科ナース団体の設立．

1995: 専門医登録の導入が勧告 (Mouatt Report)

1998: 歯科矯正専門医リスト設立

2006: 歯科矯正の治療必要度数（ITON）がNHSが資
金提供するすべての治療に適用される

2001: KIGの適用

2001: 公的医療保険のガイドライン発効

2004: G-BA（連邦合同委員会）設立

2004: 矯正歯科治療ガイドライン施行

2023: 歯科医療改革により矯正歯科を含む主要な歯科
医療サービスの自己負担が撤廃．

1947: 公的資金を投入すべき不正咬合として，口唇
口蓋裂，重篤な上下顎の疾患や外傷に起因する不
正咬合，醜状，発音に関係し，正常発育への影響
や教育就労に障害をもたらす場合の歯列矯正の基準を
示した．

1965: 社会保障法IXI メディケイドプログラム制定．
1967: 社会保障法改正．21歳までのメディケイド，
handicapping malocclusionへの給付義務化．

2010: 患者保護と医療費負担の軽減に関する法律
（Patient Protection and Affordable Care Act
（通称ACA, PPACA, オバマケア）の成立．
Medically necessary orthodontic treatment

2012:10/1以降 MedicaidCareの給付対象．
AAOの適用基準:下表参照

1947: 精神的・社会生存上の懊惱苦悶を指摘（高橋）
1951: WHO加盟

・

1982: 唇顎口蓋裂
歯科矯正の認定医制度発足

1990:顎変形症 詳細は下表．
1994: こどもの権利条約批准（世界で158番目）
1995: 学校歯科検診

（不正咬合の健康診断開始）
2001: 健やか親子21
2015: 健やか親子21（二次）
2019: 成育基本法

近年，国民・全国の自治体より，歯科矯正の保険適用
範囲の拡大への要望，意見書，請願が多数ある．

適用基準と範囲

誰の歯科矯正医療を優先すべきか？

重症度分類 IOTN KIG IOTN AAO推奨基準
Medically Necessary Orthodontic Care

各州により，HLD index
HLD(CalMod）
Salzmann index など．

Medicaid Orthodontic Service

※社会奉仕とボランティア精神を文化・伝統とするアメリカでは，公的医
療保険メディケアの適用にならない子どもたち，経済的障壁によって歯
科矯正医療を受けることが困難な子どもたちを社会に援助するため，多
くの慈善団体が全米各州（カナダも含む）に設立されており，歯科矯
正の普及に大きな役割を担っている．年間数千人の恵まれない子供た
ちはこうした活動によって歯科矯正治療を開始している．

厚生労働大臣の定める疾患

参考>>学校歯科検診の判定基準
Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

医療（医学の社会的適用）概念
医療上必要とする根拠の概念

国際疾病分類（ICD）
国際障害分類（ICODH）
国際生活機能分類（ICF）

医学モデル ⇔ 社会モデル

健康生成論 ⇔ 疾病生成論

社会モデル
障がい（機能障害，活動制限，参加制約）

医学モデル
疾病

日本と西洋諸国の子どもの歯科矯正の医療･社会保障制度の比較
Comparative study of social insurance and welfare systems for orthodontic medical care
in Japan and Western countries

「歯科矯正学」 は欧州において発祥し，19世紀後半にわが国へ 「学問」 の一つ 「個別科学」 として受容されました．この19世紀後半という時期は，西洋においては 「学問」 が，人文・社会科学・自然科学という知全体の体系性 discipline から 「個別科学
」 へと専門分化を遂げた時期であり，この歴史的宿命がわが国の現在に至るまでの 「学問」 のあり方を阻害してきたと指摘されています．西洋諸国においては，「学問」の体系性の中で，「個別科学」 としての 「歯科医学・矯正歯科学」 を，社会・歴史・文明といっ
た視座から俯瞰し，統合された概念 interdisciplinary としてとらえ，公衆衛生上の問題（Salzmann 1947, Vig 1988 など），また医療・福祉・障害の社会モデルとして受容し実践されていると思われます．

わが国でも，第二次大戦後，公衆衛生発達の契機となったWHOの健康の定義の直後，その社会的意義は高橋によって指摘されていますが，多くの医療制度が整備され，国民の公衆衛生上の問題が改善される中で，歯科矯正に関する制度的医療や実践
的次元の立ち遅れてきた背景には，①学問の受容された時期の歴史的宿命 ②わが国の口腔に関する歴史・文化的背景によって公衆衛生上の優先順位が高くなかったこと ③目前の技術的視点や利益優先主義の蔓延 ④意図的な無関心の装い．などが挙げ
られます．

近年になり歯科領域にも，健康の社会的決定要因として避けられるはずの健康格差が生み出されていることが報告されています．社会経済的障壁によるわが国の歯科矯正へのアクセスの格差は，口腔の健康格差とともに社会疫学的視点からも再確認されてお
り，公平な歯科矯正医療のあり方が問われています．歯・顎骨の位置や大きさの異常という本人の責任に帰することのできない「疾病」に対する歯科矯正医療は，インプラントのような代替療法のある分野とは異なり，国民には治療するための他の選択肢がありませ
ん．西洋諸国では歯や顎骨の大きさ・位置の異常は，社会的な不利・障害として，社会活動の制約や参加制限から医学的に必要なケアとして受容されていますが，わが国では治療開始できない子どもたちが多く存在するという現状を招いています．このことが結果
として歯科医療全体に影響し，国民の口腔衛生意識向上の障壁の一つとなっています．

医療とは医学の社会的適用であることは言い古された言葉ですが，われわれの関心（経済的理由から治療開始を断念する人々への想い）が行政へつながり，われわれ歯科矯正医の技術や経験が公平に国民へ配分され，わが国の歯科矯正のあり方，新しい
歯科矯正の専門医制度とともに西洋諸国と同等な健康概念（社会モデル）へと是正・整備される日々が来ることを期待いたします．

1）医療法人スマイル スマイル矯正歯科クリニック（愛媛，松山市）

学展‐
177 ○小澤 奏 1)

【目的】 本学術展示にご興味を持っていただきありがとうございます．さて例えば，「八重歯で抜歯が必要」 な歯ならびの子ども（18才以下）は，多くの先進諸国（イギリス，フランス，ドイツ，アメリカ，北欧諸国）では，医学的なケアが必要と認定され，そのご
家族の経済的負担なく，公的社会保障制度が適用されることをご存じですか？ 私たちは，自分の住んでいる国や地域のシステムを当たり前のものとしてとらえていますが，医療制度は極めて文化性が高く，国や地域・時代によって異なります．またその国の行政制
度も，効率化の流れや健康課題によって変化しています．

われわれの職業の本質 「国民へ最善な歯科矯正医療を公平に提供する」 は世界共通ですが，その方法や優先順位・公平性は国によって異なり，その基盤となる文化背景を理解したうえで，より良い方法を考える視点をもつことは，これからの歯科矯正医療を
担う先生方にとって必要です．

生命科学・医学が社会に適用された医療 Health care は，すべての国民に負担可能な費用で公平に提供され，国民の健康を保護することは国家の義務とされ，その指標の視点は，常に低・中所得層の人々に置くことではじめて改善がなされます．わが国の
歯科矯正は，公的医療保障の適用範囲が狭く，自由診療が中心となり，国民にとっては社会経済的に不平等な領域であり，近年では健康の社会的決定要因として，いろいろな社会的因子（所得，仕事，労働時間など）と健康の関連性が報告されるように
なりました．歯科矯正医療においても社会経済的状況による医療アクセスへの不平等について，国民から多くの疑問が発信され続けています．

一方，西洋諸国では歯科矯正の公衆衛生上の問題については早くから指摘され，社会･経済･文化的相互作用の概念を統合した社会モデルとして受容され実践されてきましたが，これら西洋諸国における社会保障制度の現状やその背景については，間違った
情報，何年も前の医療制度，海外をひとくくりにした誤認など，あまり正確に知られていないのが現状です．

今回，すでに社会に受容されている西洋諸国における歯科矯正の医療・社会保障制度について，それぞれの国における適用基準や範囲，その目的，文化背景，根拠となる医療概念，また国民への歯科矯正医療のあり方（道徳的-実践的次元）を調査す
ることで，わが国の歯科矯正医療のあるべき姿を再考する糧となる資料を提供し，国民の健康の社会的決定要因の課題を明らかにし，将来の方向性を見定めることを目的としました．各国の医療制度の良否や優劣・順位を求める意図はありません．

【方法】 OECD加盟国のうち先進7カ国G7を対象とし，2023年時の社会保障制度を，各国政府保健省･法令文書･OECDデータ･歯科矯正団体から調査渉猟し，各国の公的医療保障の歯科矯正給付適用基準･歯列不正の範囲･年齢を比較しました．
給付適用範囲の基準分類は，定量的な疫学的指標であるIndex of orthodontic Treatment Need（以下IOTN）による５段階分類を用い，また，各国政府の国民への公的情報提供文から，歯や歯列・顎顔面の位置・大きさの異常の治療目的･意義･
その文化背景について，社会科学的側面から分析しました．

生物心理社会モデル（社会モデル） 生物・医学モデル（医学モデル）
「障がい」は社会（モノ，環境，人的環境等）と個人の心身機能の
障がいがあいまってつくりだされているものであり，その障壁を取り除くの
は社会の責務として，社会全体の問題として捉える考え方．

「障がい」を個人の心身機能によるものとし，個人的な問題として
捉える考え方．
障害者権利条約（2006），障害者基本法（2011）
障がい概念は，医学モデルから社会モデルへ変化している

健康生成論 疾病生成論
健康の原因（健康要因）を探し，それを導入したり，維持したり，向
上させる営み．人間の健康と Well-being を支える要因に焦点を当て
る．オタワ憲章(1986)の基礎理論の一つとされ，2000年以降のEU
における健康政策の中心理論．

疾病の原因（危険因子）を探し，それを取り除くという営み．

【結果①】

① 欧州諸国では，歯列不正は保健･公衆衛生上の課題として，疾病・障害（DC, ICIDH, ICF）の概念により，日常生活に与える障害の程度により重症度分類（IOTNなど: Grade5 4 3 2 1）していた．
② 公的医療保障の適用範囲は，英･仏･独ではIOTN Grade3以上，米国はGrade5，日本はGrade5の一部であった．
③ 適用年齢は，英・独は18才未満，仏は16歳未満，米国は21才以下，日本には年齢制限はありません．
④ 給付適用判定の基準は，国際的に IOTN が用いられている．米国ではHLD index, HLDｶﾙﾌｫﾙﾆｱ変法, Salzmann indexが各州で適用，全米共通の医学的必要度基準もAAOから推奨されていた．
⑤ 米国では，公的医療保険，民間保険，さらに慈善団体による援助によって，年間数千人（推計）の歯科矯正治療が開始できる組織が全米に構築されている．
⑥ 日本の給付適用判定は，客観的な医学的数値基準ではなく，先天性疾患と外科的介入の有無による判定であり，その範囲も IOTN Grade 5 の一部に限られていた．
⑦ 独では，子どもの人数による患者の負担軽減措置も取られていた．
⑧ わが国の政府省庁間は，歯科矯正の意義について，制度上の相違も認められ（→ 別表），国民への公平な医療資源配分の議論が必要である．

以上より，今回のG7各国における歯科矯正医療制度とわが国の現状と比較すると，
わが国では，子どもたちの歯科矯正医療（Grade 3, 4）へのアクセス，歯科矯正医療をうける機会の公平性について，費用負担の面から社会経済的な健康格差が存在している．

国税庁 子どもの歯科矯正は医療費として医療費控除可．

厚生労働省 不正咬合は疾病でなく審美目的との見解．
「厚生労働省監修 国際疾病分類」に疾病分類の記載．

文部科学省 子どもの健康に影響を与えるものとして
不正咬合の全国健診を実施．

Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN)

グレード3 治療の必要性が中程度
3-a 3.5～6mmのｵｰﾊﾞｰｼﾞｪｯﾄで、口唇不全がある
3-b 1～3.5mmの逆被蓋
3-c 1mmを超える前歯or臼歯部交叉咬合、CR/ICPのズレが2mm未満
3-d 2～4mmの中等度のコンタクトポイントのズレ
3-e 前歯または側方歯の開咬が2～4mm
3-f 外傷を伴わない歯肉または口蓋粘膜に完全な過蓋咬合

グレード4 治療の必要性が高い
4-h   補綴前矯正または補綴を避ける空隙閉鎖を要す 重度でない歯数不足
4-a   6～9mmのｵｰﾊﾞｰｼﾞｪｯﾄ
4-b   咀嚼・発音障害を伴わない3.5mmを超える切歯列の過蓋咬合。
4-m   1～3.5mmのｵｰﾊﾞｰｼﾞｪｯﾄ、咀嚼・発音障害が認められる
4-c   前方または臼歯部交叉咬合，CR/ICPに2mm以上のズレ
4-l   片側または両側臼歯部に機能的咬合接触がない交叉咬合
4-d   4mmを超える重度のコンタクトポイントのズレ
4-e   4mm以上の極端な前歯または側方歯の開咬
4-f   歯肉または口蓋粘膜の外傷を伴う著しい過蓋咬合
4-t   不完全萌出，隣接歯に対し傾斜や埋伏
4-x   過剰歯の存在

グレード 5 治療の必要性が非常に高い
5-I   叢生、転位、過剰歯、乳歯残存、その他の病的原因による萌出障害

（第三大臼歯を除く）
5-h   広範な歯の欠損．修復に影響するもの（1/4顎に1歯以上欠損）
5-a   9mm以上のｵｰﾊﾞｰｼﾞｪｯﾄ
5-m   -3.5mm以上の逆被蓋、咀嚼および発音が困難な場合
5-p   口唇口蓋裂，その他の頭蓋顔面異常
5-s   乳臼歯の埋伏

Medically Necessary Orthodontic Care 基準 (2019)

・オーバージェット：9mm以上
・反対咬合：3.5mm以上
・1歯列あたり3歯以上の前歯部および/または臼歯部の交叉咬合
・側方または前歯部の開咬：2mm以上、1歯列あたり4歯以上．
・対咬部軟組織へ咬合接触する過蓋咬合
・萌出障害であるが抜歯適応でない埋伏歯（第三大臼歯を除く）
・先天性または発育障害（頭蓋顔面異常），外傷または疾病による顎骨/歯
列へ重大な影響があるもの．
・先欠歯（第三大臼歯を除く）が、1/4顎につき1歯以上．
・上下顎歯列弓のいずれかに10mm以上の叢生or空隙（第3大臼歯を除く）

参考 >>学校歯科検診において医学的な治療を要する
（著しい歯列・咬合の異常）判定基準：

1. 下顎前突．前歯2歯以上の逆被蓋
2. 上顎前突．7-8㎜以上のｵｰﾊﾞｰｼﾞｪｯﾄ
3. 叢生．隣接歯が歯冠幅径1/4以上重なり合っているもの
4. 正中離開．上顎中切歯の空隙が６㎜以上
5. 開咬．上下前歯切縁間6mm以上
6. その他．これら以外の状態で特に注意すべき咬合並びに特記事項
（例えば，過蓋咬合，交叉咬合，鋏状咬合，逆被蓋（たとえ１歯
でも咬合性外傷のあるもの），軟組織の異常，過剰歯，限局した著
しい咬耗など）

☛ 左記の国際基準と比較すると，
数値基準はわが国独自の設定であり，疾病・障害の国際統計上の疫
学的比較には適さない．

Kieferorthopädische Indikationsgruppen (KIG)
歯列矯正ガイドライン（G-BA: 連邦合同委員会）では，個々の症例に必要な評
価，診断，治療計画の原則を説明し，医学的に正当な治療が必要とされる顎や
歯の位置異常を正確に定義し，歯科矯正適応群（KIG）リスト，歯科医師がこれ
を適用する際に遵守しなければならない基準が記載されている．
☛ 詳細はG-BAのweb参照．

18歳未満の被保険者は、医療上必要な標準的な矯正治療（歯列矯正などによる
歯と顎の不正咬合の予防と矯正）に健康保険が給付範囲から全額負担され，治
療費の20％は自己負担として被保険者が支払うが，治療終了後に払い戻される。
治療開始時に18歳になっておらず、両親または法定後見人と同居している子供2人
以上に歯列矯正が必要な場合、2人目以降の子供の負担金は10％で，治療終了
時に払い戻される。

Grad 3  Ausgeprägte Zahnfehlstellungen, die aus 
medizinischen Gründen eine Behandlung erforderlich machen
（医学的理由により治療が必要な明らかな不正咬合）

Grad 4  Stark ausgeprägte Zahnfehlstellungen, die aus 
medizinischen Gründen dringend eine Behandlung erforderlich 
machen（医学的理由により早急に治療が必要な著しい不正咬合）

Grad 5  Extrem stark ausgeprägte Zahnfehlstellungen, die aus 
medizinischen Gründen unbedingt eine Behandlung 
erforderlich mache（医学的理由により不可欠に治療が必要な極めて著しい
不正咬合）

成人での健康保険適用は、口腔外科手術と併用しなければならない重度の顎の異
常に限られる．先天性奇形や外傷に起因した顎の位置異常など．

健康状態

参 加活 動身体機能・身体構造

環境因子 個人因子

国際生活機能分類（ICF）のモデル：

厚生労働大臣の定める疾患：Grade 5 の一部に相当

・学校健診での受診勧奨を受けた場合の相談料・検査料
・別に厚生労働大臣が定める先天疾患に起因した咬合異常．口唇裂口蓋裂など
・前歯及び小臼歯の永久歯のうち３歯以上の萌出不全に起因した咬合異常
（埋伏歯開窓術を必要とするもの）
・顎変形症（顎離断等の手術を必要とするもの）
※ すべての顎変形症（顎顔面形態異常）に保険適用されるわけでないことに注意．

Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN)
Grade 3 - Besoin modéré de traitement
3-a  Surplomb compris er1tre 3,5 et 6 mm avec incompétence labiale
3-b  Surplomb négatif (occlusion inversée) compris entre 1 et 3,5 mm
3-c  Occlusion croisée antérieure ou postérieure supérieure à 1 mm avec un écart inférieur à
2 mm entre la relation centrée et l'int1ercuspidation maximale
3-d  Déplacement modéré de dents conmris entrie 2 et 4 mm
3-e  Béance antérieure ou latérale entre 2 et 4 mm
3-f  Supraclusion complète sur les muqueuses gingivales ou palatines sans lésions
Grade 4  - Grand besoin de traitement 
4-h  Hypoclontie moins importante entrainant un traitement orthodontique pré prothétique ou
pour la fermeture de l'espace afin déviter un traitement prothétique
4-a  Surplomb compris entre 6 et 9 mm
4-b  Surplomb incisif inversé de plus de 3,5 mm sans difficultés masticatoires et phonatoires
4-m  Surplomb inversé compris entre 1 et 3,5 mm avec difficultés enregistrées masticatoires
et d'élocution
4-c  Occlusion croisée antérieure ou postérieure avec écart de plus de 2 mm entre la relation
centrée et laintercuspidation maximale
4-l  Occlusion croisée postérieure linguale sans contact occlusal fonctionnel au niveau d'un
ou deux segments latéraux de l'arcade
4-d  Déplacement sévère de dents de plus de 4 mm
4-e  Béances extrêmes antérieures ou latérales de plus de 4 mm
4-f  Supraclusion augmentée ou complète avec lésions des muqueuses gingivale ou palatine
4-t  Eruption incomplète, version ou dent enclavée contre une dent adjacente
4-x  Présence de dents surnuméraires
Grade 5  - Très grand besoin de traitement
5-i Eruption dentaire entravée (à l'exception des troisièmes molaires) en raison

d'encombrement, de migration, de la présence de dents surnuméraires, dents lactéales
conservées et de toute autre cause pathologique
5-h  Hypodontie étendue avec implication restauratrice (plus de 1 dent manquante par
quadrant) nécessirtont un traitement orthodontirque pré-prothétique
5-a  Surplomb de plus de 9 mm
5-m  Surplomb négatif (occlusion inversée) de plus de 3,5 mm avec difficultés masticatoires
et phonatoires
5-p  Fente labiopalatine et autres anomalies cranio-faciale
5-s  Dents lactéales ankyloséesドイツ，フランスは，IOTN（イギリス）に準じた重症度定義を基準とする

【結果②】

【考察，わが国の課題】

演題発表に関し，開示すべき COI 関係にある企業・学術団体・政府組織などはありません

第6版 歯科矯正学 医歯薬出版2019

① 齲蝕の誘因
② 歯周疾患の誘因
③ 外傷の誘因
④ 歯根吸収の誘因
⑤ 咀嚼機能障害
⑥ 筋機能障害
⑦ 顎骨の発育異常
⑧ 発音障害
⑨ 審美的な欲求と心理的な背景

☛ 活動制限・参加制約

国際障害分類（ICIDH）の概念モデル：
疾病・変調（Disorder） → 機能・形態障害（Impairment 例：運動障害） → 能力障害（Disability） → 社会的不利（Handicap）

第3版 新しい歯科矯正学 永末書店2012

A 生理的障害
① 咀嚼機能障害
② 発音障害
③ 顎骨の発育に及ぼす障害
④ 齲蝕発生の誘因
⑤ 歯周疾患の誘因
⑥ 外傷の誘因
⑦ 補綴修復を困難にする
⑧ 顎関節症の誘因

B 心理的障害

不正咬合と健康への影響（教科書より）

生物学的

心理学的社会的

生物心理医学モデルのイメージ

https://www.bos.org.uk/who-we-are/our-mission-and-values/
https://sfso.fr/
https://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0730-1.html
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1184251077
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000028899.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10701000/000945063.pdf
https://www.g-ba.de/english/structure/
https://sukoyaka21.mhlw.go.jp/about/growth-sukoyaka21/
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC1000000104&keyword=%E6%88%90%E8%82%B2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95
https://www.bos.org.uk/BOS-Homepage/Orthodontics-for-Children-Teens/Fact-File-FAQ/What-Is-The-IOTN
https://www.bos.org.uk/BOS-Homepage/Orthodontics-for-Children-Teens/Fact-File-FAQ/What-Is-The-IOTN
https://www2.aaoinfo.org/practice-management/patient-management/medically-necessary-orthodontic-care/#ftn2
https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/2362/#jplist
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